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(57)【要約】
【課題】　ユーザが置かれている環境を全く考慮しない
で検索結果の表示順を決定しているため、大量の文書が
ヒットした場合に所望する文書がソート順の後方に来る
可能性が高くなり、所望の結果を探し出すまでの確認作
業に多くの時間を要する。
【解決手段】　検索装置において入力された検索条件を
満たす文書を検索し（Ｓ１０１）、検索された複数の文
書が存在する場合、検索装置の設置場所と検索が実行さ
れた日時情報と、設置場所におけるイベントのスケジュ
ール情報に基づいて、検索された文書の優先度を決定し
（Ｓ１０３～Ｓ１１１）、決定した優先度に基づいて、
検索された複数の文書の表示順を決定して表示する（Ｓ
１１２）。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶装置に記憶された複数の文書の中から、検索装置においてユーザが入力した検索条
件を満たす文書を検索する検索システムであって、
　前記検索条件を入力する検索条件入力手段と、
　前記検索条件入力手段により入力された検索条件を満たす文書を、前記記憶装置に記憶
された複数の文書の中から検索する検索手段と、
　前記検索装置の設置場所におけるイベントのスケジュール情報を管理するスケジュール
管理手段と、
　前記検索手段により検索された複数の文書の優先度を、前記スケジュール管理手段によ
り管理されたスケジュール情報に基づいて決定する決定手段と、
　前記決定手段が決定した優先度に基づいて、前記検索手段により検索された文書を並び
替えて表示する表示手段と、
を備えることを特徴とする検索システム。
【請求項２】
　前記検索装置を特定することが可能な装置情報を記憶する装置情報記憶手段を更に備え
、
　前記決定手段は、前記スケジュール管理手段により管理されている複数のスケジュール
情報のうち、前記装置情報記憶手段に記憶されている装置情報に対応するスケジュール情
報に基づいて、前記優先度を決定することを特徴とする請求項１に記載の検索システム。
【請求項３】
　前記装置情報とは、前記検索装置の設置場所を示す位置情報であることを特徴とする請
求項２に記載の検索システム。
【請求項４】
　前記検索手段による検索が実行された日時、及び前記スケジュール管理手段に管理され
ているスケジュール情報に基づいて、前記検索装置の設置場所におけるイベントを特定す
る特定手段を更に備え、
　前記決定手段は、前記特定手段により特定されたイベントに関連する文書の優先度を高
く決定することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の検索システム。
【請求項５】
　前記特定手段は、前記スケジュール管理手段に管理されているスケジュール情報に基づ
いて、前記検索手段による検索が実行された日時に予定されているイベントを特定するこ
とを特徴とする請求項４に記載の検索システム。
【請求項６】
　前記決定手段は、前記特定手段により特定されたイベントの予定時刻と、前記検索手段
による検索が実行された日時との差分に応じて、前記優先度を決定することを特徴とする
請求項４に記載の検索システム。
【請求項７】
　前記特定されたイベントに関連する文書とは、当該イベントの名称を示す文字列を含む
文書であることを特徴とする請求項４乃至６のいずれか１項に記載の検索システム。
【請求項８】
　前記特定されたイベントに関連する文書とは、当該イベントの参加者により作成された
文書であることを特徴とする請求項４乃至７のいずれか１項に記載の検索システム。
【請求項９】
　検索装置において前記検索条件を入力する検索条件入力工程と、
　前記検索条件入力工程で入力された検索条件を満たす文書を、記憶装置に記憶された複
数の文書の中から検索する検索工程と、
　前記検索装置の設置場所におけるイベントのスケジュール情報を管理するスケジュール
管理工程と、
　前記検索工程で検索された複数の文書の優先度を、前記スケジュール管理工程で管理さ
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れたスケジュール情報に基づいて決定する決定工程と、
　前記決定工程で決定された優先度に基づいて、前記検索工程で検索された文書を並び替
えて表示する表示工程と、
を備えることを特徴とする検索システムにおける検索結果の表示方法。
【請求項１０】
　前記検索装置を特定することが可能な装置情報を記憶する装置情報記憶工程を更に備え
、
　前記決定工程は、前記スケジュール管理工程で管理された複数のスケジュール情報のう
ち、前記装置情報記憶工程で記憶された装置情報に対応するスケジュール情報に基づいて
、前記優先度を決定することを特徴とする請求項９に記載の検索システムにおける検索結
果の表示方法。
【請求項１１】
　前記装置情報とは、前記検索装置の設置場所を示す位置情報であることを特徴とする請
求項１０に記載の検索システムにおける検索結果の表示方法。
【請求項１２】
　前記検索工程で検索が実行された日時、及び前記スケジュール管理工程で管理されたス
ケジュール情報に基づいて、前記検索装置に設置場所におけるイベントを特定する特定工
程を更に備え、
　前記決定工程は、前記特定工程で特定されたイベントに関連する文書の優先度を高く決
定することを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の検索システムにおける
検索結果の表示方法。
【請求項１３】
　前記特定工程は、前記スケジュール管理工程で管理されたスケジュール情報に基づいて
、前記検索工程で検索が実行された日時に予定されているイベントを特定することを特徴
とする請求項１２に記載の検索システムにおける検索結果の表示方法。
【請求項１４】
　前記決定工程は、前記特定工程で特定されたイベントの予定時刻と、前記検索工程で検
索が実行された日時との差分に応じて、前記優先度を決定することを特徴とする請求項１
２に記載の検索システムにおける検索結果の表示方法。
【請求項１５】
　前記特定されたイベントに関連する文書とは、当該イベントの名称を示す文字列を含む
文書であることを特徴とする請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載の検索システムに
おける検索結果の表示方法。
【請求項１６】
　前記特定されたイベントに関連する文書とは、当該イベントの参加者により作成された
文書であることを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか１項に記載の検索システムに
おける検索結果の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を含む文書を蓄積するとともに、ユーザの操作に従って、蓄積された文
書を検索する検索システム及び当該システムにおける検索結果の表示方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、コピー、ＦＡＸ通信等の機能を併せ持つ複合機は、オフィスのみならず、ロ
ビーや応接室、会議室等のような共有スペースにも設置可能である。そのため会議の途中
や面会の待ち合わせ時間、通り掛かり等のちょっとした合間に、最寄りの複合機から目的
の文書をすばやく検索して取り出せることがオフィスワークにとって益々重要になると考
えられる。
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【０００３】
　一方、ネットワークに接続されたストレージを対象とした検索処理では、膨大な量の文
書がヒットしてしまう場合が多い。しかしながら、大量に蓄積された文書群に対して、検
索ヒット数をある程度の数以下に抑えるための検索条件を設定するためには、的確な検索
条件を作成するノウハウが必要となる。そのようなノウハウを持ち合わせていない場合、
例えば文書の作成者自身でさえ、自分がかつて作成した文書を簡単に検索できないといっ
た状況に陥りがちである。
【０００４】
　膨大な量の蓄積された文書の中からユーザが所望する文書を探し出す文書検索システム
では、ユーザが検索用画面を使用して検索条件を入力する。この入力された検索条件を満
たす文書が多数存在する場合には、更にユーザは、目的を達成するために次のような作業
を行わなければならない。
【０００５】
　まず１つ目の対処法としては、指定した検索条件が緩すぎたためと考えられるため、検
索条件をより厳しく設定して検索をやり直すことが考えられる。
【０００６】
　次に２つ目の対処法としては、上述の１つ目のように、一旦検索条件をリセットして検
索結果をクリアするのではなく、ヒットした検索結果に対して、更に別の検索条件を加味
して絞り込みをかける、いわゆる絞り込み検索を行うことも考えられる。ここで、追加し
た検索条件が適切なものであれば、再度検索した結果のヒット文書の件数を、最初にヒッ
トした件数よりも少なくすることができる。
【０００７】
　更に３つ目の対処法としては、指定した検索条件よりも適切な条件を設定できない等の
理由により再検索をあきらめて、ヒットした文書を一つずつ順次確認しながら目的とする
文書を見つけることが考えられる。この際、ヒットした文書の一覧を表示した画面に各文
書の属性、即ち、文書の名前、作成者、作成日、コメント等が表示されている場合には、
それら属性情報から目的の文書を探し出すことが可能な場合もある。しかしそうでない場
合には、文書の内容を確認して判断するために、文書ビューアや文書アプリケーションを
起動しなければならないという手間が発生し、ヒット文書を逐一確認する作業はかなりの
時間を要する。更に、上述の１つ目や２つ目の対処法でも、検索結果を十分に絞り込めず
、大量のヒット文書が残ってしまうことも考えられる。このような場合にはユーザは、ヒ
ットした文書の一覧から順次目的の文書を探し出すという３つ目の対処法を強いられるこ
とになる。
【特許文献１】特開２００５－０４９９７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した検索処理に関するユーザの労力を軽減するためには、ユーザがそのとき必要と
しているであろう文書を文書検索システムが判別し、それらがヒットした他の文書よりも
優先的に表示することが有効となる。このように検索結果を並べ替えることで、ユーザが
ヒット文書の一覧の先頭から順に確認作業を行う際に、目的の文書により早く辿り着ける
というメリットがある。このように、検索結果を表示する順序を動的に最適化することに
より、ユーザが所望する文書を効率的に検索できるようになる。
【０００９】
　その手段の一つとして、様々な場所に配置された複合機に登録されている文書を検索す
る場合に、複合機の設置場所やその検索時刻から、そのときユーザが必要としているであ
ろう文書を推測する。そして、検索結果をそれに相応しい順に並び替えて表示する技術を
提供することが有効であると考えられる。
【００１０】
　複合機の消音対策や小型化、デザインの進化等が進むと、ロビーや応接室、会議室等と
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いった、従来では考えられなかったオフィスの様々な場所に複合機が設置され、これらが
ネットワークで接続されて、各種サービスを提供できるようになる。それに応じて使用す
るユーザも様々な部署の社員や外部関係者まで多岐に亘るようになる。このような状況で
は、複合機が設置された場所によって、それを使用するユーザの目的にある種の傾向が見
られると考えられる。例えば、ロビーや応接室では、社員と外部関係者との間での打合せ
の際に別の参考資料が新たに必要となり、その場で、必要な文書を検索して提示したいと
いう状況がしばしば発生する。即ち、ロビーや応接室で検索を行うユーザは、その時間帯
にその会議や打合せで使用するための文書を探す確率が高いと考えられる。そこで検索シ
ステムが外部関係者の訪問スケジュールや会議室の予約システムと連動し、検索が実行さ
れた複合機の設置場所と検索時刻に照らし合わせる。これらの条件の下で、検索条件に合
致した文書の中から訪問者や会議に関係する文書が、検索結果リストの上位にくるように
並べ替えれば、ユーザがそのとき必要としているであろう文書を、より短時間で探し出せ
ると考えられる。
【００１１】
　しかしながら現時点では、複合機が設置された場所や検索を行う時刻等のパラメータと
は無関係に、どの場所の複合機やＰＣから検索しても、指定された検索条件及び検索実行
者のアクセス権に応じて、常に検索結果が同一の順序や優先度で表示される。例えば属性
検索、即ち文書名や作成者等の文書の属性情報を指定して検索を行っても、単純に検索シ
ステムの持つ内部アルゴリズムに従って見つかった順に表示するだけで、同じ条件で検索
した場合には常に固定的に同じ結果が返されることになる。
【００１２】
　また、ヒットした文書の並びを動的に変更するシステムは存在するが、文書の参照頻度
や使用頻度を考慮することにより、頻繁に利用されるもの程上位に表示する等の工夫がな
されている程度である。
【００１３】
　特許文献１に記載の発明では、文書格納手段に記憶されている各文書について使用頻度
を計数し、その使用頻度を求めて記憶領域に記録する。そして文書格納手段に記憶されて
いる文書の情報を、その使用頻度の高い順に入力操作手段の表示部に表示している。こう
して文書格納手段に記憶された文書の情報を使用頻度の高い順に表示するとともに、ユー
ザが希望する文書の選択入力を受け付け、選択された文書の画像データを文書格納手段か
ら読み出して入力操作手段の表示部に表示するという技術が開示されている。
【００１４】
　このように従来のいずれの検索方法においても、ユーザが置かれている環境を全く考慮
しないで検索結果の表示順を決定している。このため、所望する文書がソート順の後方に
来る可能性も多いと考えられる。そのため、所望の結果を探し出すまでの確認作業に多く
の時間を要し、打合せの最中や廊下の通りがかりの際に検索するには適さないものとなる
。このため、ユーザは自席に戻って検索し直すという状況になりがちであると考えられる
。
【００１５】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決することにある。
【００１６】
　また本願発明の特徴は、検索装置の設置場所におけるイベントのスケジュールを考慮し
て、検索した文書の優先度を動的に変更して表示する。これによりユーザが所望の文書を
探索するまでの時間を短くできることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る検索システムは以下のような構成を備
える。即ち、
　記憶装置に記憶された複数の文書の中から、検索装置においてユーザが入力した検索条
件を満たす文書を検索する検索システムであって、
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　前記検索条件を入力する検索条件入力手段と、
　前記検索条件入力手段により入力された検索条件を満たす文書を、前記記憶装置に記憶
された複数の文書の中から検索する検索手段と、
　前記検索装置の設置場所におけるイベントのスケジュール情報を管理するスケジュール
管理手段と、
　前記検索手段により検索された複数の文書の優先度を、前記スケジュール管理手段によ
り管理されたスケジュール情報に基づいて決定する決定手段と、
　前記決定手段が決定した優先度に基づいて、前記検索手段により検索された文書を並び
替えて表示する表示手段と、を備えることを特徴とする。
【００１８】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る検索システムにおける検索結果の表示
方法は以下のような工程を備える。即ち、
　検索装置において前記検索条件を入力する検索条件入力工程と、
　前記検索条件入力工程で入力された検索条件を満たす文書を、記憶装置に記憶された複
数の文書の中から検索する検索工程と、
　前記検索装置の設置場所におけるイベントのスケジュール情報を管理するスケジュール
管理工程と、
　前記検索工程で検索された複数の文書の優先度を、前記スケジュール管理工程で管理さ
れたスケジュール情報に基づいて決定する決定工程と、
　前記決定工程で決定された優先度に基づいて、前記検索工程で検索された文書を並び替
えて表示する表示工程と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、検索装置の設置場所におけるイベントのスケジュールを考慮して、検
索した文書の優先度を動的に変更して表示することにより、ユーザが所望の文書を探索す
るまでの時間を短くできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施の形態を詳しく説明する。尚、以下の実
施の形態は特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施の形態で説明
されている特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００２１】
　図１は、本発明の実施の形態に係る文書検索システムの構成を説明する図である。
【００２２】
　１０１は検索装置であり、本実施の形態では、プリンタ、コピー、ＦＡＸ等の機能を有
し、通常は企業のオフィス等に設置される複合機である。１０２はオフィス内に設けられ
る会議室であり、本実施の形態では「会議室Ａ」という名称である。１０３は、この会議
室１０２の出入り口に設けられる入退出管理システムである。このオフィスでは、オフィ
スに出入りする社員や外部の人間は常時、セキュリティ管理のためにＩＤカードを携帯し
ている。そして居室、会議室、応接室等の出入りする都度、ＩＤカードを入退出管理シス
テム１０３が管理するカードリーダに読み込ませ認証を受けている。これにより入退出管
理システム１０３は、それが設置された会議室内に在室する社員等のＩＤをリアルタイム
に把握できる。
【００２３】
　１０４はスケジュール管理装置で、このオフィスに勤務する社員は、デスク上のコンピ
ュータから日々のスケジュールを随時入力する。これによりスケジュール管理装置１０４
は、この入力されたスケジュールを基に全社員のスケジュールを把握している。１０５は
ストレージ装置で、具体的には文書サーバのようにオフィス内の電子文書、例えば各種会
議の資料等を保管している。１０６は会議室予約装置であり、社員がデスク上のコンピュ
ータから会議室予約装置１０６と接続することにより、オフィス内の全ての会議室の予約



(7) JP 2008-129821 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

を行うことができる。１０７は統合ユーザ認証装置であり、入退出管理システム１０３、
スケジュール管理装置１０４、会議室予約装置１０６等のユーザ認証を統合的に行うもの
である。
【００２４】
　図２は、本実施の形態に係る検索装置１０１の内部構成を説明するブロック図である。
尚、前述したように本実施の形態では、この検索装置１０１は複合機である。
【００２５】
　２０１はユーザインタフェース部であり、ユーザが所望の文書や画像（以下、まとめて
文書とする）を検索をしたり、その検索結果を確認できるように、検索装置１０１とユー
ザとのインタフェースを提供する。このユーザインタフェース部２０１は、検索条件入力
部２０５、検索結果表示部２０６、設置場所入力部２０７及び文書内容表示部２０８の４
つの要素を具備している。検索条件入力部２０５は、この検索装置１０１又はネットワー
クに接続されたストレージ装置１０５に格納された文書の中から所望の文書等を検索する
ための検索条件を入力する機能を有する。
【００２６】
　図３は、この検索条件入力部２０５が提供する検索条件の入力画面の内、属性検索を指
示する画面の一例を示す図である。
【００２７】
　この例では、検索条件として指定できる属性の種類として、「文書名」「作成者」「Ｕ
ＲＬ」「キーワード」がある。更に「文書名」を指定して検索する場合、「部分一致」か
「完全一致」を選択するラジオボタンが設けられている。ここで部分一致とは、指定され
た文書名の文字列を、文書名の一部として含む文書を全てヒットする。これに対して、完
全一致は、指定された文字列と完全に同一の文書名を持つ文書のみがヒットされる。例え
ば図のように文書名に「品質」と入力し、「部分一致」を選択した場合、文書名が「品質
」である文書の他に、例えば「品質保証体制」「プリンタ品質状況報告」等のような文書
名の一部に「品質」という文字列が含まれる文書が全てヒットする。
【００２８】
　また、通常の文書管理システムでは、文書を作成して保存する際や、保存後の任意のタ
イミングにおいて、作成者又は特定の権利を有するユーザが検索の便を考慮して複数個の
語句を入力できるようになっている。それらはその文書の特徴を表す属性のひとつである
「キーワード」として文書とともに保存される。そして属性検索の際には、その入力され
たキーワードを有する文書が検索される。ここでもしユーザが複数個のキーワードを入力
した場合、それらの関係を「ＡＮＤ」条件又は「ＯＲ」条件をラジオボタンで選択できる
。「ＡＮＤ」が選択された場合、指定された複数個の語句を全てキーワードとして有する
文書のみがヒットされる。一方、「ＯＲ」が選択された場合には、指定された複数個の語
句のうち、少なくとも１個の語句をキーワードに持つ文書が全てヒットされる。
【００２９】
　再び図２において、検索結果表示部２０６は、検索条件入力部２０５により入力された
検索条件に合致した文書のリストをユーザに表示する。
【００３０】
　図４は、この検索結果表示部２０６に表示された検索結果の一例を示す図である。
【００３１】
　この例では、図３の検索条件に従って検索した結果を示している。ヒットした各文書の
優先順位を示す連番、文書名、作成者、及びＵＲＬが、検索された各文書ごとに１行で表
示されている。更に、各行の先頭には、チェックボックスが表示され、このチェックボッ
クスをチェックすることにより、検索結果の中から選択した文書に対する操作、例えば文
書内容の表示や削除、チェックアウト等の操作が可能となる。通常の文書管理システムで
は、検索結果を示す文書に対して可能な操作を示す機能ボタンが置かれ、チェックボック
スで選択した後に機能ボタンを押すことにより、それらの操作が可能となる。この実施の
形態に係る図４では、本発明の趣旨とは直接関係が無いため、それら機能ボタンを省略し
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て示しているが、必要に応じて備えるようにしてもよい。
【００３２】
　再び図２において、設置場所入力部２０７は、サービスマン等の設置者が、この検索装
置１０１を設置した際に、その場所に関する情報を入力するのに使用される。尚、この検
索装置１０１がＧＰＳ等の受信装置を内蔵している場合には、それにより得られる位置情
報とオフィス内の配置図等から、設置場所に関する情報を自動的に取得しても良い。その
場合は、この設置場所入力部２０７は、必須の構成要素ではなくなる。
【００３３】
　文書内容表示部２０８は、検索結果表示部２０６に表示された文書の一覧の中から、任
意の文書を選択してその内容を確認するためのものである。
【００３４】
　２０２は検索実行部であり、検索条件入力部２０５から入力されたユーザの検索条件に
従って、それに合致する文書を各ストレージ装置１０５から検索する。検索結果格納部２
０３は、検索実行部２０２で検索された、検索条件に合致する文書のリストを格納する。
検索実行部２０２が検索処理を実行している間は、検索条件に合致した文書が見つかる度
に、この検索結果格納部２０３に、その検索した文書の文書ＩＤを格納する。そして検索
実行部２０２の検索処理が終了した後は、後述する検索結果表示順決定部２１３により、
その格納順序が変更される。
【００３５】
　２０４は検索結果ソート部であり、この検索装置１０１の構成要素の中で本実施の形態
の特徴部分である。この検索結果ソート部２０４は、検索結果表示順決定部２１３、設置
場所記憶部２０９、検索日時記憶部２１０、関連情報記憶部２１２及び関連情報抽出部２
１１等の要素を具備している。
【００３６】
　設置場所記憶部２０９は、ユーザインタフェース部２０１の設置場所入力部２０７から
、或はＧＰＳとオフィスの配置図から得られた設置場所情報を記憶している。
【００３７】
　図５及び図６は、本実施の形態に係る設置場所記憶部２０９に記憶された検索装置１０
１の設置場所を示す設置場所情報の一例を示す図である。
【００３８】
　図５では、この情報を有する検索装置１０１が会議室Ａ内に設置されていることを表し
ている。また図６の例では、この情報を有する検索装置１０１が、会議室の内部ではなく
、ロビーや廊下等オフィス内のオープンな場所に設置されていることを表している。そし
て、その設置場所から最も近い部屋の順に近傍１、近傍２、...の情報として保持してい
る。この例では、この検索装置の設置場所はＢ会議室に最も近く、以下、打合せコーナ３
、喫茶室、...の順に近い場所にあることが分かる。
【００３９】
　検索日時記憶部２１０は、ユーザが検索条件入力部２０５から検索条件を入力し、検索
開始を指示する実行ボタンを押下した時の日付及び時間を秒単位で記憶している。関連情
報抽出部２１１は、設置場所記憶部２０９及び検索日時記憶部２１０に記憶された設置場
所に関する情報、及び検索日時記憶部２１０に記憶された検索開始間情報を参照する。そ
して、該当するイベントに関する情報を、ネットワークの各ストレージ装置１０５に格納
された文書、及び検索システムと連動した各種サービス、例えば会議室予約装置１０６や
スケジュール管理装置１０４、入退出管理システム１０３等から抽出する。
【００４０】
　関連情報記憶部２１２は、関連情報抽出部２１１により抽出、収集されたイベントに関
する各種情報を記憶する。検索結果表示順決定部２１３は、関連情報記憶部２１２に格納
された関連情報から、イベントに強く関連すると考えられる文書がリストの上位にくるよ
うに検索結果を並べ替える。これは検索結果格納部２０３が、検索実行部２０２の出力結
果から暫定的に作成した検索結果順に対して並べ替えを指示することにより行われる。
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【００４１】
　２１４は文書記憶装置であり、検索装置１０１の内蔵するハードディスク等により、ユ
ーザが作成した文書を蓄積している。２１５は外部インタフェース部で、ネットワークを
介して外部のサービスと通信したり、ネットワーク上の様々なストレージ装置１０５に対
して検索要求を出したりする。
【００４２】
　図７は、本実施の形態１に係る会議室に設置された複合機にてユーザにより検索条件が
入力されて検索が実行された場合に、検索条件を満たした文書のリストを最適な表示順に
並べ替える処理を説明するフローチャートである。
【００４３】
　まずステップＳ１０１で、ユーザが検索条件入力部２０５より入力した検索条件を検索
実行部２０２が解釈して、その検索条件に対応する文書を検索する。この検索処理では、
文書記憶装置２１４に格納された文書、及び外部インタフェース部２１５を通してネット
ワーク上の全てのストレージ装置１０５に格納された文書の内、その検索条件に合致する
ものを検索する。こうして検索した結果を検索結果格納部２０３に格納する。次にステッ
プＳ１０２で、関連情報抽出部２１１は、外部インタフェース部２１５を通してネットワ
ークを介して接続された会議室予約装置１０６を参照する。
【００４４】
　図１１は、本実施の形態に係る会議室予約装置１０６に記憶されている会議予定の一例
を示す図である。
【００４５】
　ここでは会議を特定する会議ＩＤ、その会議が開催される日時（年月日）、開始時刻、
終了時刻及び会議名が登録されている。
【００４６】
　そして設置場所記憶部２０９に記憶された会議室の情報と、検索日時記憶部２１０に記
憶された検索が実行された日時の情報とから、当該会議室で当該時間帯に開催されている
会議ＩＤ及び会議名称を取得する。更に、この時間帯に開催されている会議だけでなく、
当日のその時間帯以降に開催される予定となっている全ての会議についても、それらの会
議ＩＤと会議名とを取得して関連情報記憶部２１２に記憶する。
【００４７】
　次にステップＳ１０３で、入退出管理システム１０３が管理する情報を検索し、会議に
出席しているメンバーのリストを取得する。その詳細は図８のフローチャートを参照して
説明する。
【００４８】
　図８は、本実施の形態に係る複合機（検索装置）１０１が、入退出管理システム１０３
との連携により実行する、会議に出席しているメンバーのリストを取得する処理（Ｓ１０
３）を説明するフローチャートである。
【００４９】
　まずステップＳ２０１で、関連情報抽出部２１１は、会議室への入退出を管理している
入退出管理システム１０３と通信が可能かどうかを外部インタフェース部２１５を通して
調べる。もしいずれの入退出管理システムとも通信可能な状態になっていない場合は、そ
のままこのサブルーチンは処理を終える。ステップＳ２０１で、通信可能な入退出管理シ
ステム１０３が存在すると判断した場合はステップＳ２０２に進む。ステップＳ２０２で
は、検索できた入退出管理システム１０３から、この複合機１０１が設置された会議室の
入退出記録を参照し、この時点で、この会議室で開催されている会議に出席しているメン
バー全員のリストを取得する。次にステップＳ２０３に進み、それらのユーザのユーザＩ
Ｄを出席メンバーリストに格納して、このサブルーチンを終了する。以上が図７のステッ
プＳ１０３で示された入退出管理に関する処理である。
【００５０】
　次に図７に戻り、ステップＳ１０４に進み、ステップＳ１０２で関連情報記憶部２１２
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に記憶した各会議について以下の同一の処理を行うループに進む。そしてステップＳ１０
５に進み、関連情報抽出部２１１が、この会議における議題や議事進行を記したアジェン
ダをネットワーク上の全てのストレージを対象に検索する。その詳細な処理フローは図９
を参照しながら以下で説明する。
【００５１】
　図９は、本実施の形態に係る関連情報抽出部２１１によるアジェンダの検索処理（Ｓ１
０５）を説明するフローチャートである。
【００５２】
　まずステップＳ３０１で、渡された会議名を作業領域に記憶する。次にステップＳ３０
２に進み、フォルダの属性、即ちフォルダ名やフォルダコメント等に、その会議の会議名
を含むフォルダがあるかをネットワーク上の全てのストレージ装置１０５に対して検索す
る。ここで属性に会議名を含むフォルダが無ければステップＳ３０３に進み、そのフォル
ダの属性に当日の日付に該当する文字列を含むフォルダがあるかを、同じくネットワーク
上の全てのストレージ装置１０５を対象に検索する。ここで日付に該当する文字列とは、
当日の年月日が全て含まれているものに限らず、年月日の一部だけしか含まれていなくて
も当日の日付がそれに相当する場合も含む。更に、年、月、日ごとにフォルダが分けられ
て階層構造化されて表現され、当日が最下層フォルダの表す単位に含まれている場合も、
これに該当するものとする。
【００５３】
　図１０は、本実施の形態に係る属性検索画面の一例を示す図である。
【００５４】
　図１０のように、年と月の各々がフォルダの階層構造をなしていても、当日がその年月
に該当する場合は、それらの下層フォルダである月を表すフォルダが条件に当てはまるも
のとする。そして、もし属性に会議名又は本日の日付に該当する文字列を含むフォルダが
存在した場合はステップＳ３０４に進み、その見つかったフォルダに格納された全ての文
書について以下の処理を行う。
【００５５】
　ステップＳ３０５では、属性に会議名や本日の日付を含むフォルダが見つからなかった
場合は、そのまま処理を終了する。ステップＳ３０５では、文書の属性、即ち文書名やコ
メント、ユーザインデックス等に当該会議の会議名の文字列、又はアジェンダを示す意味
の文字列が含まれているかを判定する。ここでアジェンダを意味する文字列には、「アジ
ェンダ」「議題」「議事進行」「会議議事」「会議メモ」等、アジェンダと同義となる語
句全般を含んでいる。
【００５６】
　図１２は、このアジェンダの情報の一例を示す図である。
【００５７】
　更にいずれの文書属性にも上記のいずれかに該当する文字列が含まれていない場合には
、当該文書の内容に対して予め抽出された全文検索用インデックスを検索し、文書の本文
中に上記に該当する文字列がないかどうかを判定する。そしてもし文書の属性又は文書本
文中に該当する文字列が含まれていた場合はステップＳ３０６に進む。ステップＳ３０６
では、その文書の作成日時及び更新日時を参照する。そして作成日時又は更新日時のいず
れかが当日日付から１ヶ月以内であればステップＳ３０７に進み、その文書を当該会議の
アジェンダの候補として作業領域に記憶する。
【００５８】
　一方ステップＳ３０５で、文書の属性又は文書本文中に該当する文字列が含まれていな
い場合、或はステップＳ３０６で、文書の作成日付が１ヶ月より昔の場合には、このサブ
ルーチンを終了する。
【００５９】
　上記のような文書に対する処理を、ステップＳ３０４で検索された全ての文書に対して
終了するとステップＳ３０８でループを終了する。次にステップＳ３０９で、作業領域に
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記憶された全てのアジェンダ候補に対して優先度を計算し、当該会議のアジェンダとして
相応しいものを選択する。この選択の基準としては、見出し等の文書本文中の重要な位置
に当該会議名が記載されており、また予定出席者欄があるものを最もアジェンダに近いも
のとして、その文書の優先度を高くする。以上が図７のステップＳ１０５のアジェンダを
検索する処理の詳細な説明である。
【００６０】
　再び図７に戻ってステップＳ１０６に進み、ステップＳ１０５で検索されたアジェンダ
の本文中に当該会議の出席予定者の記載があるかを判定する。もし出席予定者の記載があ
ればステップＳ１０７に進み、各メンバのユーザＩＤをユーザ認証装置１０７が保持して
いるデータベースに問い合わせて取得し、出席メンバーリストに格納する。次にステップ
Ｓ１０８に進み、ステップＳ１０７で格納した全ての出席メンバのユーザＩＤについて以
下の処理を行う。
【００６１】
　まずステップＳ１０９で、ステップＳ１０１で検索結果格納部２０３に格納された、ユ
ーザの検索条件に合致した文書群からなる検索結果リストを作業エリアにコピーする。そ
してステップＳ１１０～Ｓ１１１で、文書の作成者がユーザＩＤで示されたユーザであり
、かつ文書の作成日が当日から１ヶ月以内であるかを、ステップＳ１０９で取得した全て
の文書に対して調べる。検索結果リストにそのような文書が見つかればステップＳ１１２
に進み、その文書が検索結果リストの順位の上位にくるように、文書の優先度を高くして
検索結果リストを並べ替える。この確認を検索結果リストの全ての文書について終了した
らステップＳ１１３で本ループを終了する。
【００６２】
　以上の処理をステップＳ１０８での全ての出席メンバーについて終了したら、ステップ
Ｓ１１４でループを終了する。更に、これらの処理をステップＳ１０４で求めた全ての会
議に対して終了するとステップＳ１１５でループを終了する。こうして検索結果表示順決
定部２１３による全ての処理が完了する。これにより例えば、その会議室の会議に出席し
ているメンバーが、その文書の作成者であり、かつその作成日が１ヶ月以内の文書である
場合、その文書が検索結果リストの上位に表示されることになる。
【００６３】
　最後に、検索結果表示部２０６は、検索結果表示順決定部２１３によってソートされた
検索結果格納部２０３の文書リストを受け取って、その順序の通りに検索結果を表示する
。
【００６４】
　［実施の形態２］
　前述の実施の形態１では、会議室内に設置された検索装置１０１から検索が実行された
場合の例について説明した。これに対して本実施の形態２では、会議室や応接室等の特定
のクローズな環境ではなく、ロビーや廊下、社員食堂等の不特定多数の社員或は外部関係
者が通るオープンな環境に、検索装置が設置されている場合で説明する。
【００６５】
　図１３は本発明の実施の形態２に係る文書検索システムの全体構成を示す図である。
【００６６】
　１１０１は検索装置で、前述の実施の形態１に係る検索装置１０１に対応している。１
１０２は来客管理装置で、各部署で入力された来客予定を一括して管理し、受付等から一
覧で確認することができる。尚、ここで検索装置１１０１の構成は前述の図２に示す構成
と共通している。
【００６７】
　図１４は、本実施の形態２に係る来客管理装置１１０２にログインすると表示される来
客一覧のうち、一部分を抜き出して示す図である。
【００６８】
　ここでは、１行が１つの来客に相当し、各列は左から順に来客予定者の訪問年月日、訪
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問時刻、来客者名、面会場所に予定されている部屋名から構成される。この例では、２０
０５年１０月２０日の午前９時にＸ氏を代表者とするＡ社社員とＹ氏を代表者とＢ社社員
が訪問し、それぞれ面会場所は第３応接室と大会議室になっている。更に、同日９時３０
分にはＣ社のＺ氏が打合せコーナ２で面会し、１０時にはＤ社のＷ氏が喫茶室で面会する
予定となっている。
【００６９】
　図１３に戻り、１１０３は、前述の実施の形態１に係るストレージ装置１０５と同じ文
書サーバである。１１０４は第３応接室、１１０５は打合せコーナ２を示している。又１
１０６は喫茶室である。
【００７０】
　次に図１５のフローチャートを参照して、本実施の形態２に係る動作を説明する。
【００７１】
　図１５は、本実施の形態２に係る会議室に設置された複合機にてユーザにより検索条件
が入力されて検索が実行された場合に、複合機が検索実行の結果、検索条件を満たした文
書のリストを最適な表示順に並べ替える処理を説明するフローチャートである。
【００７２】
　まず実施の形態１と同様に、ユーザから入力された検索条件により検索実行部２０２が
検索を実行し、ヒットした文書の一覧を検索結果格納部２０３に格納する（Ｓ４０１～Ｓ
４０２）。次に外部インタフェース部２１５を通して来客管理装置１１０２と通信し、当
日の来客スケジュールの中から、現在来客中又は現在時刻以降に予定されている来客のリ
ストを取得する（Ｓ４０３）。この来客リストは図１４で示した通りである。
【００７３】
　次にステップＳ４０４に進み、ステップＳ４０３で取得した各来客予定に対して、面会
時刻及び面会場所がそれぞれ現時刻及び検索装置１１０１の設置場所からどれくらい離れ
ているかに応じて優先順位を算出する。この優先順位算出のアルゴリズムを図１６のフロ
ーチャートを参照しながら詳細に説明する。
【００７４】
　図１６は、本実施の形態２に係る優先順位算出処理（Ｓ４０４）を説明するフローチャ
ートである。この処理は、前述の検索結果ソート部２０４で実行される。
【００７５】
　まずステップＳ５０１で、文書サーバ１１０３に格納された設置場所情報を読み出し、
この検索装置１１０１の設置場所に近い部屋のリストを取得する。
【００７６】
　図１７は、この設置場所情報の一例を示す図である。
【００７７】
　ここでは各検索装置に対して、その設置場所から距離が近い順に部屋の名称が並べて記
述されている。例えば検索装置０２０という検索装置の設置場所から、Ｃ会議室、役員応
接室、第３応接室、Ａ会議室、...の順に近い位置にあることを示している。
【００７８】
　そしてステップＳ４０３で取得した来客予定に対して、その面会場所に応じて図１８に
示した得点表に基づいた得点付けを行う。
【００７９】
　図１８は、面会場所に応じた得点表を説明する図である。
【００８０】
　来客予定の各面会場所を、この検索装置１１０１の設置場所から近い順に並べ替え、最
も近い位置にある部屋に対して５点、２番目に近い位置にある部屋に対して４点、...と
いうように得点付けをしている。そして６番目以降に近い位置にある部屋の場合は得点が
「０」になる。
【００８１】
　更に、同じくステップＳ４０３で取得した来客予定に対して、その面会時刻に応じて図
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１９に示した得点表に基づいた得点付けを行う。
【００８２】
　図１９は、面会時刻に応じた得点表を説明する図である。
【００８３】
　ここでは、現在時刻から面会時刻までの時間が３０分以内の場合には６点、３１分以上
６０分以内の場合には５点、...等のように得点付けし、３時間を越える来客予定に対し
ては０点となる。
【００８４】
　次にステップＳ５０２～Ｓ５０４で、各来客予定の面会場所及び面会時刻に対して与え
られた得点を加算して来客予定の総得点を計算し、合計得点の高い順に来客予定を並べ替
える。
【００８５】
　以上でステップＳ４０４の処理を終了し、続いて図１５のステップＳ４０５以降のルー
プで示した通り、各来客予定に対して以下の処理を繰り返す。
【００８６】
　まず来客名から会社名に該当する文字列を抽出し、その文字列をフォルダ名に含むフォ
ルダがないかを検索装置１１０１内、或はネットワークに接続された文書サーバ１１０３
等のストレージを対象に検索する（Ｓ４０６）。このステップＳ４０６で、その文字列を
フォルダ名に含むフォルダが見つかった場合はステップＳ４０８に進み、そのフォルダに
含まれる全ての文書の文書ＩＤを作業領域にコピーする。一方、そのようなフォルダが見
つからない場合はステップＳ４０７に進み、検索対象をフォルダ内の文書にまで拡張し、
文書の属性として来客会社名又は来客者氏名等を持つ文書がないかを、同じくネットワー
ク上の全てのストレージを対象に検索する。ここでもし該当する文書が見つかった場合は
ステップＳ４０８に進み、それらの文書ＩＤを作業領域にコピーする。こうしてステップ
Ｓ４０６、Ｓ４０７のいずれかで該当する文書が見つかった場合はステップＳ４０８以降
のループに進み、それらの文書がステップＳ４０２で取得した検索結果の中に含まれてい
るかどうかをチェックする（Ｓ４０９）。その文書が検索結果の中に含まれる場合には、
検索結果格納部２０３に格納されている、その文書の順序を最上位に移動する（Ｓ４１０
）。
【００８７】
　こうして検索された全ての文書について確認が終了したら、ステップＳ４１１で、この
ループを抜ける。更に、これらの処理がステップＳ４０３で取得した全ての来客予定に対
して終了したらステップＳ４１２で全ての来客予定に対する処理ループを抜ける。こうし
て図１５で示した全体の処理が完了する。
【００８８】
　（他の実施形態）
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、複数の機器から構成されるシ
ステムに適用しても良いし、また一つの機器からなる装置に適用しても良い。
【００８９】
　なお、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、シ
ステム或いは装置に直接或いは遠隔から供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ
が該供給されたプログラムを読み出して実行することによっても達成され得る。その場合
、プログラムの機能を有していれば、形態は、プログラムである必要はない。
【００９０】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明のク
レームでは、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる
。その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
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【００９１】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、様々なものが使用できる。例えば、フ
ロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、
ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などである。
【００９２】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページからハードディスク等の記録
媒体にダウンロードすることによっても供給できる。その場合、ダウンロードされるのは
、本発明のコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を
含むファイルであってもよい。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを
複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードす
ることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現する
ためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、
本発明のクレームに含まれるものである。
【００９３】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布する形態としても良い。その場合、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インター
ネットを介してホームページから暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を
使用することにより暗号化されたプログラムが実行可能な形式でコンピュータにインスト
ールされるようにする。
【００９４】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される形態以外の形態でも実現可能である。例えば、そのプログラムの
指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部
を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機能が実現され得る。
【００９５】
　更に、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボ
ードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれるように
してもよい。この場合、その後で、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボード
や機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行ない、その処
理によって前述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の実施の形態に係る文書検索システムの構成を説明する図である。
【図２】本実施の形態に係る検索装置の内部構成を説明するブロック図である。
【図３】本実施の形態に係る検索条件入力部が提供する検索条件の入力画面の内、属性検
索を指示する画面の一例を示す図である。
【図４】本実施の形態に係る検索結果表示部に表示された検索結果の一例を示す図である
。
【図５】、
【図６】本実施の形態に係る設置場所記憶部に記憶された検索装置の設置場所を示す設置
場所情報の一例を示す図である。
【図７】本実施の形態１に係る会議室に設置された複合機で検索した際に、検索の結果得
られたヒット文書のリストを最適な表示順に並べ替える処理を説明するフローチャートで
ある。
【図８】本実施の形態に係る複合機が、入退出管理システムとの連携により、会議に出席
しているメンバーのリストを取得する処理を説明するフローチャートである。
【図９】本実施の形態に係る関連情報抽出部によるアジェンダの検索処理を説明するフロ
ーチャートである。
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【図１０】本実施の形態に係る属性検索画面の一例を示す図である。
【図１１】本実施の形態に係る会議室予約装置に記憶されている会議予定の一例を示す図
である。
【図１２】本発明の実施の形態におけるアジェンダ情報の一例を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態２に係る文書検索システムの全体構成を示す図である。
【図１４】本実施の形態２に係る来客管理装置にログインすると表示される来客一覧の一
部分を抜き出して示す図である。
【図１５】本実施の形態２に係る会議室に設置された複合機にて検索が実行された場合に
、この検索実行の結果得られたヒット文書のリストを最適な表示順に並べ替える処理を説
明するフローチャートである。
【図１６】本実施の形態２に係る優先順位算出処理を説明するフローチャートである。
【図１７】実施の形態２に係る設置場所情報の一例を示す図である。
【図１８】実施の形態２に係る面会場所に応じた得点表を説明する図である。
【図１９】実施の形態２に係る面会時刻に応じた得点表を説明する図である。
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